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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第５区分
【発行日】平成28年6月9日(2016.6.9)
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   Ｂ６０Ｒ   1/00     (2006.01)
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【ＦＩ】
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   Ｈ０４Ｎ    7/18     　　　Ｊ
   Ｈ０４Ｎ    7/18     　　　Ｖ

【手続補正書】
【提出日】平成28年4月14日(2016.4.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車載カメラ（１０Ｆ，１０Ｒ，１１Ｌ，１１Ｒ）と、該車載カメラによる撮影画像を表
示する表示画面（１２）とを搭載した車両（１）に適用されて、該車両を上方から見下ろ
す鳥瞰態様で、該車両の周囲の状況を表す画像を前記表示画面に表示する画像表示装置（
１００）であって、
　前記車載カメラから前記撮影画像を取得する撮影画像取得部（１０１）と、
　前記車両の周囲の状況を前記鳥瞰態様で表示する鳥瞰画像（２７）を、前記撮影画像に
基づいて生成する鳥瞰画像生成部（１０２）と、
　前記鳥瞰画像中での前記車両の位置に、該車両を表す車両画像（２４）を合成する車両
画像合成部（１０３）と、
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　前記車両のシフトポジションを検出するシフトポジション検出部（１０４）と、
　前記車両画像が合成された前記鳥瞰画像の中から前記車両のシフトポジションに応じた
所定範囲の画像を切り出して、前記表示画面に出力する画像出力部（１０５）と
　を備え、
　前記鳥瞰画像生成部は、
　　前記撮影画像に写った障害物または移動体を対象物として抽出する対象物抽出部（１
０２、Ｓ２０２～Ｓ２０５）と、
　　前記撮影画像中で前記対象物が抽出された位置に基づいて、該対象物の前記車両に対
する相対位置を検出する相対位置検出部（１０２、Ｓ２０７）と
　　を備えると共に、
　　前記対象物抽出部によって前記対象物が抽出された場合には、前記鳥瞰画像中で前記
車両に対する該対象物の前記相対位置に、前記対象物の代わりに、該対象物を表す対象物
画像および所定のマーカー画像（２６ａ，２６ｂ）を合成することによって、前記対象物
画像および前記マーカー画像を含む該鳥瞰画像を生成する生成部である
　画像表示装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の画像表示装置であって、
　前記画像出力部は、前記車両のシフトポジションが前進位置にある場合には、該車両の
後方よりも該車両の前方の方が広くなるように設定された前記所定範囲の画像を切り出し
て、前記表示画面に出力する出力部である
　画像表示装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の画像表示装置であって、
　前記画像出力部は、前記車両のシフトポジションが後退位置にある場合には、該車両の
前方よりも該車両の後方の方が広くなるように設定された前記所定範囲の画像を切り出し
て、前記表示画面に出力する出力部である
　画像表示装置。
【請求項４】
　車載カメラと、該車載カメラによる撮影画像を表示する表示画面とを搭載した車両に適
用されて、該車両を上方から見下ろす鳥瞰態様で、該車両の周囲の状況を表す画像を前記
表示画面に表示する画像表示方法であって、
　前記車載カメラから前記撮影画像を取得する工程（Ｓ１００）と、
　前記車両の周囲の状況を前記鳥瞰態様で表示する鳥瞰画像を、前記撮影画像に基づいて
生成する工程（Ｓ１０１）と、
　前記鳥瞰画像中での前記車両の位置に、該車両を表す車両画像を合成する工程（Ｓ１０
３）と、
　前記車両のシフトポジションを検出する工程（Ｓ１０４）と、
　前記車両画像が合成された前記鳥瞰画像の中から前記車両のシフトポジションに応じた
所定範囲の画像を切り出して、前記表示画面に出力する工程（Ｓ１０５）と
　を備え、
　前記鳥瞰画像を生成する工程は、
　　前記撮影画像に写った障害物または移動体を対象物として抽出する工程（Ｓ２０２～
Ｓ２０５）と、
　　前記撮影画像中で前記対象物が抽出された位置に基づいて、該対象物の前記車両に対
する相対位置を検出する工程（Ｓ２０７）と
　　を備えると共に
　　前記対象物が抽出された場合には、前記鳥瞰画像中で前記車両に対する該対象物の前
記相対位置に、前記対象物の代わりに、該対象物を表す対象物画像および所定のマーカー
画像（２６ａ，２６ｂ）を合成することによって、前記対象物画像および前記マーカー画
像を含む該鳥瞰画像を生成する工程である画像表示方法。
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【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　上述した課題を解決するために、本発明の画像表示装置および画像表示方法は、車載カ
メラで撮影した撮影画像に基づいて、車両の周囲の状況を鳥瞰態様で表す鳥瞰画像を生成
する。更に、鳥瞰画像中の車両の位置には車両画像を合成する。また、撮影画像に障害物
または移動体が写っている場合には、その障害物または移動体を対象物として抽出し、撮
影画像中で対象物が抽出された位置に基づいて、対象物の車両に対する相対位置を検出す
る。そして、撮影画像中に対象物が抽出されていた場合には、鳥瞰画像中で車両に対する
対象物の相対位置に、対象物の代わりに、対象物を表す対象物画像および所定のマーカー
画像を合成することによって鳥瞰画像を生成する。こうして生成した鳥瞰画像のなかから
、車両のシフトポジションに応じて、所定範囲の画像を切り出して表示画面に出力する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　運転者が車両の周囲の状況を知りたいと思う範囲はシフトポジションによって変化する
。従って、シフトポジションに応じて鳥瞰画像の中から所定範囲の画像を切り出してやれ
ば、表示画面が小さい場合でも、運転者は自車両の周囲の状況を容易に把握することが可
能となる。加えて、撮影画像から対象物が抽出されていた場合には、鳥瞰画像中で対象物
の位置に、対象物の代わりに、対象物画像およびマーカー画像を合成することとしている
ので、運転者が対象物を容易に認識可能な鳥瞰画像を、容易に生成することができる。
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